
神共済第 3716号 

令和８年２月 19 日 

 

所  属  長 様 

保険事務取扱者 様 

神戸市職員共済組合 

事務局次長 

 

配偶者の扶養手当廃止に伴う健康保険における被扶養配偶者の取り扱いについて 

 

平素は、保険事務にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

令和８年度より配偶者の扶養手当が廃止されることに伴い、扶養手当の認定をもって共済組合の被扶養者と

なっていた普通認定の方は、認定が取消となります。ただし、以下の要件を満たしている方は引き続き共済組

合の被扶養者となることが可能です。つきましては、該当職員へ案内いただき、必要な手続きについて遺漏の

ないようお願いいたします。 

記 

 

１．令和８年４月１日以降、年間収入が130万円未満と見込まれる場合 

 →被扶養者認定の認定区分を「普通認定」から「特別認定」に区分変更します。 

※今回の扶養手当廃止に伴う手続きは不要です。 

特別認定について 

 扶養手当の認定を受けていない方のうち共済組合の被扶養者の認定基準を満たしている方は、共済組合で

の審査の上で被扶養者に認定（特別認定）されます。特別認定の方は、毎年７月に更新手続きが必要となる

ため、更新対象者には共済組合から所属を通じて案内しています。 

 

今回の扶養手当廃止に伴い特別認定となる方は、令和９年度以降毎年７月に更新手続きが必要となります。 

（提出書類等の詳細は別添のQ＆Aをご確認ください。） 

 

２．令和８年４月１日以降、就職や雇用条件の変更等で年間収入が130万円以上と見込まれる場合 

→共済組合の被扶養者認定の資格を喪失するため、以下の書類を提出してください。 

【提出書類】・被扶養者申告書（減）（様式3-3） 

       ・日付確認書類…就職先の新しい資格確認書・雇用契約書・就職証明書の写し等 

       ・国民年金第3号被保険者関係届（配偶者が60歳未満の場合のみ） 

・資格確認書等（お持ちの場合は返却ください） 

【提出先】  水道局・交通局・外郭団体 → 神戸市職員共済組合 共済サポートデスク 

           上記以外の所属 → 総務事務センター 

  【提出期限】 ３月中に資格喪失証明書発行が必要な場合は、３月６日（金）までに提出ください。 

それ以降に提出された場合は、４月以降に資格喪失証明書発行となります。 

 

３．その他留意事項 

・扶養手当が遡って廃止された場合は、共済組合の被扶養者資格も遡及して取消しとなります。資格喪失日

以降に当組合の資格で医療機関を受診した場合は、当組合が負担した医療費を全額お返しいただきます。 

・令和８年４月１日以前に資格を喪失する場合も、上記２.の手続きが必要です。 
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